
（この「ねんきんだより」は一年間保存していただくと便利です。）

ねんきんだより

東京都職員共済組合

主な項目

令和５年度の年金額について

年金支払通知書の送付について

再就職した場合の年金受給について

年度末に退職された方へのお知らせ

扶養親族等申告書の発送スケジュール変更について

年金課問い合わせ先
● メールアドレス　S9000063@section.metro.tokyo.jp
● 年金課コールセンター　０５７０－０３－４１６５ 【ナビダイヤル】 平日８時30分から17時30分まで
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令和５年度の年金額について 年金課

令和５年度の年金額は

年金額・支給額変更通知書の送付について

前年度比
新規裁定者（67 歳以下）２.２％の引き上げとなります。
既裁定者（68 歳以上）１.９% の引き上げとなります。

６月１５日に振り込まれる年金（4 月分・5 月分）から、改定された金額となります。

年金額の改定については、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者
（67歳以下の方）の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者（68歳以上の方）の年金額
は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和５年度年金額は、新規裁定者・既裁定者ともに改定します。

令和５年度の年金額が改定されたことにより、６月に順次「年金額・支給額変更通知書」を
お送りします。

●物価変動率	 2.5%	‥‥	①
●名目手取り賃金変動率	 2.8%	‥‥	②
●マクロ経済スライドによるスライド調整率	 ▲0.3%	‥‥	③
●前年度までのマクロ経済スライドの未調整分	 ▲0.3%	‥‥	④

▶︎	新規裁定者：2.8％（②）－0.3％（③）－0.3％（④）＝2.2％が改定率となる。
▶︎	既裁定者　：2.5％（①）－0.3％（③）－0.3％（④）＝1.9％が改定率となる。
加入期間や生年月日等の関係で改定率の引き上げ幅は上記割合を前後する場合があります。

■「マクロ経済スライド」による年金額の調整
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド

調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもの
で、この仕組みは、平成 16 年の年金制度改正により導入されました。

賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わない
ことになっているため、令和３年度、令和４年度の年金額改定では、マクロ経済スライドに
よる調整は行わず、翌年度以降に繰り越されたため、本年度の改定により実施されます。
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年金支払通知書は、
年１回６月に送付します

年金課
年金給付担当

・	退職・障害・遺族共済年金や退職年金

・	老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金（ただし、共済組合からお支払する厚生年金です。）

・	退職共済年金（経過的職域）、障害共済年金（経過的職域）、遺族共済年金（経過的職域）

・	平成２７年１０月１日に創設された年金払い退職給付の退職年金、公務障害年金、公務遺族年
金

 「年金支払通知書」は、年金受給者の方に対して年金支払額等をお知らせするものです。
年１回６月のみお送りしています。

支払額が変更になった場合や、振込先に変更があった場合は、その都度お送りします。
ただし、２月支給期における端数額の調整で２、４月支給期は変更が 5 円以下の場合は、

お送りしていません。          
             
             
 

※ （Ⅰ）～（Ⅲ）の複数に差引支払額があり、振込先口座が同一の場合、その合計額で入金され、通帳に
も合計額で表記されます。

（Ⅰ）には、次の年金の振込先と支払金額が記載されています。

（Ⅱ）には、次の年金の振込先と支払金額が記載されています。

（Ⅲ）には、次の年金の振込先と支払金額が記載されています。
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再就職した場合の年金受給
について

年金課
年金給付担当

1	再就職した場合

２　再就職した場合の年金受給

★ 再就職先が以下に該当する場合や国会・地方議会議員になられた場合は、共済組合へすみ
やかにご連絡ください。連絡が遅れたことで年金が過払いになった際には、返還義務が生じ
ますのでご注意ください。

１	退職後に公務員等として再就職（他の共済組合に加入）した場合
退職後に公務員等に再就職した（他の共済組合に加入）方は、東京都職員共済組合の年金は

再就職年月の翌月から失権し、以後、再就職先の共済組合の年金受給者となります。

２	退職後に公務員等として再就職（東京都職員共済組合に加入）した場合
東京都職員共済組合の年金受給者（遺族厚生（共済）年金は除く。）であり、①再任用フルタ

イム、②短時間勤務からフルタイム勤務に変更、③特別職（首長・副区長・行政委員会の長等）
に任用された場合、「年金受給権者再就職届（公務員用）」をすみやかに提出してください。

上記、内容に該当する方は、老齢厚生年金及び退職共済年金（遺族厚生（共済）年金は除く。）
については、在職停止及び所得停止要件に該当します。

退職共済年金（経過的職域）・退職共済年金（職域部分）・障害共済年金（経過的職域）及び
退職等年金給付については、再就職年月日の翌月から全額停止となります。

民間企業や再任用短時間職員に再就職した場合は連絡不要です。

再就職（厚生年金に加入）をした月の翌月分から、受給されている年金と支給される賃金
等の金額により、年金の一部または全額が支給停止される在職老齢年金の支給となります

（退職して１か月以内に再就職し厚生年金に加入した場合は、再就職した月から計算します。）。

在職老齢年金（月額） 基本月額 支給停止月額＝ −
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３　再退職した場合

一般厚年や私学厚年の加入者で年金の一部または全額支給停止を受けていた方が再退職
した場合、退職した月の翌月分から支給停止が解除されます。

なお、日本年金機構等から提供される情報により支給停止の解除を行うため、実際の解除
は遅れることがありますが、支給年金は遡って精算されます。

公務員を再退職した場合は、再就職期間（公務員期間）を合算のうえ、新たな年金額が決定
されます。

国会議員・地方議会議員を辞められた場合、辞めた月の翌月分から支給停止が解除され
ます。解除を行うためには、届出が必要ですので、ご連絡をお願いします。

令和５年４月より支給停止基準額が４８万円に変更されました。

【用語の説明】

※支給停止月額が基本月額を超えたときは、加給年金額も全額支給停止となります。

●長期在職者特例や障害者特例の適用の方が厚生年金に加入した場合、定額部分は支給停止
となるので、基本月額から除かれます。

各月ごとの支給停止額の計算方法

支給停止月額 基本月額 標準報酬月額 標準賞与額＝ ＋ ＋ × ×−４８万円
（支給停止基準額）1/12 1/2

基	本	月	額

標準報酬月額

標準賞与額

再就職先での、報酬（基本給に通勤手当等の各種手当を加えたもの）の	
月額に応じて定める厚生年金等の保険料を算定するための基礎となる額

支給停止の対象となる月以前１年間の期末勤勉手当等総額

・退職共済年金額(年額)
・老齢厚生年金額(年額)

・職域年金相当部分
・加給年金額
・経過的加算額

から を差し引いた額
の１２分の１の額
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年度末に退職された方への
お知らせ

扶養親族等申告書の発送
スケジュール変更について

現況届は次に該当する方
のみにお送りしています

年金課
老齢・遺族年金担当

年金課
年金給付担当

年金課
年金給付担当

年度末に再任用フルタイムが任期満了になられた方は、その後退職改定による年金額への
反映作業を行いますが、作業終了までに時間がかかります。

退職改定作業が終了し、年金額に反映した「年金額・支給額変更通知書」がお手元に届く
まで、しばらくお待ちください。

「扶養親族等申告書」提出のご案内は、例年９月中旬～１０月上旬に複数回に分けてお送り
しておりますが、令和６年分は10 月中旬から順次発送する予定です。皆様のお手元に届く
時期が若干異なりますので、ご了承ください。

今年度も、「扶養親族等申告書」の受付・審査事務は、皆様からのお問合せ等に、よりきめ
細かく対応するため、専用の受付・審査場所、電話番号を設置して行います。このため、お問合
せ等は、共済組合ではなく、専用の電話番号までお願いします。（電話番号は、ご案内をお送り
する際にお知らせします。）

また、申告書の再発行は6 月30日まで、受付は7 月6日までとなります。

現況届は、年１回、受給者ご本人様の生存確認及び加給年金額対象者の生計維持確認を
する大切なものです。必ず提出してください。
◎	住基ネット（住民基本台帳ネットワークシステム）で確認ができない方
　	・	外国に居住している方や住民票コードが確認できない方
◎	加給年金額対象者がいる方
◎	１８歳未満（年度末）の子または障害等級が１、２級の状態にある子がいる遺族厚生年金
（公務員厚年）・遺族共済年金受給者の方

※ 上記以外の方は、住基ネットにより確認を行っていますので、現況届を提出する必要はありません。
※ 各国の郵便事情もあり、現況届の用紙を共済組合ホームページからダウンロードできますので、

用紙が届かない場合はご利用ください（メニューボタンの「年金」から「海外居住者の方へ」をクリック
してください。）。

▶︎	共済組合ホームページのＵＲＬ（アドレス）は、以下のとおりです。	
　	https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/
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広告
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広告



共済組合年金課からのお願い

こんなときは必ずご連絡ください!	（0570）03-4165
受付時間　平日8時30分から17時30分まで

年金課に電話をおかけになる場合、以下の時期・時間帯は、電話が大変混雑し、つながり
にくくなることがあります。下記、年金課メールアドレスを活用したお問い合わせにご協力くだ
さいますようお願いいたします。

また、メールでのお問い合わせの際には「８５９６」で始まる年金証書記号番号、氏名、連絡
先電話番号の記載も合わせてお願いします。

年金課メールアドレス：S9000063@section.metro.tokyo.jp

電話が混み合う時間・時期等
● 月曜日など休日明けの午前中、平日の１２時から１３時まで
● 年金支給日の前後　( 偶数月の９日～１６日頃 )
● 「年金支払通知書」等の通知書を発送する時期（毎年６月上旬から中旬）
● 「公的年金等の扶養親族等申告書」手続期間中（毎年 10 月中旬から１０月下旬）
● 「公的年金等の源泉徴収票」の発送時期（毎年１月中旬）

◆	介護施設等に移られるなどで、住民票上の住居を不在にされる場合は、郵便局へ転送届をご提出ください。

共済組合ホームページ　　　Ｑ＆Ａ　年金情報　保養施設案内等
インターネットＵＲＬは、https://www.kyosai.metro.tokyo.jp/
年金受給者・元組合員の専用ページのログインＩＤは、「NENKIN」又は「nenkin」

お問い合わせの際は、年金証書記号番号をご用意ください。
● 年金受給者が死亡したとき
● 電話番号が変わったとき 

( 緊急時のご連絡ができず、大変ご迷惑をおかけしてしまう可能性がございます。日中、連絡の
とりやすい番号をご登録ください。)

● 外国に居住するとき・外国で転居したとき・日本に居住地を戻したとき
● 再就職したとき（公務員への再就職、国会・地方議会議員になったとき）
● 年金受給者の所在が１か月以上明らかでないとき
● 「年金加入期間確認通知書」が必要なとき
● 受取金融機関を変更したいとき 

( 変更処理には多少の時間を要しますので、新しい口座に年金が振り込まれたことを確認するまで、
それまでの口座は解約しないようお願いします。)

● 遺族年金・通算遺族年金・遺族厚生 ( 共済 ) 年金を受給している方が婚姻したとき 
（事実上の婚姻関係に入ったときを含みます。）

● ６５歳未満で退職共済年金または老齢厚生年金（公務員厚年）を受給している方が、雇用保険法に
よる失業給付の申込みをしたとき（※）や高年齢雇用継続給付を受けるとき 

（※）６５歳未満で失業給付を受けると、退職共済年金（職域年金相当分は除く）や老齢厚生年金は、
その全額が支給停止になります。

● 加給年金額の対象となっている方に、離婚・養子縁組・死亡等の異動があったとき
● 加給年金額の対象となっている配偶者が、新たに年金を受給することになったとき 

（国民年金の老齢基礎年金を受給する場合を除きます。）
● 障害共済年金もしくは障害厚生年金の障害等級が１級・２級の方が、新たに加給年金額対象者に

該当する配偶者や子を有したとき

ねんきんだより　No.136　令和5年5月31日発行　登録番号(５)４
東京都職員共済組合事務局年金保険部　〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎北塔39階

0570-03-4165【ナビダイヤル】　受付時間　平日8時30分から17時30分まで
印刷所/株式会社恒和プロダクト


